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北
区
は
新
年
度
、
経
済

的
な
理
由
に
よ
り
エ
ア
コ
ン

を
使
用
で
き
な
い
世
帯
や
、

２
０
１
１
年
度
以
前
製
造
の

エ
ア
コ
ン
の
買
換
え
を
す
る

世
帯
を
対
象
に
、
購
入
費
を

助
成
す
る
事
業
へ
の
予
算
を

計
上
し
ま
し
た
。

助
成
の
対
象
と
な
る
の

は
、
世
帯
全
員
が
２
０
２
５

年
度
ま
た
は
26
年
度
の
住
民

税
が
非
課
税
で
あ
り
、
①
65

歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
、

②
障
害
者
が
い
る
、
③
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

（
ひ
と
り
親
）
世
帯
、
も
し

く
は
、
生
活
保
護
制
度
を
利

用
し
て
い
る
世
帯
で
、
現
行

の
生
活
保
護
制
度
に
よ
り
エ

ア
コ
ン
を
設
置
で
き
な
い
世

帯
で
す
。

い
ず
れ
も
自
宅
に
、
冷
房

機
能
を
使
用
で
き
る
エ
ア
コ

ン
が
１
台
も
な
い
こ
と
が
条

件
で
、
設
定
温
度
を
一
番
下

ま
で
下
げ
て
も
冷
風
が
出
な

い
壊
れ
た
状
態
の
場
合
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

高
齢
者
・
障
害
者
・
ひ
と

り
親
世
帯
は
、
２
０
１
１
年

度
以
前
製
造
の
買
換
え
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

助
成
額
は
、
本
体
購
入
費

上
限
７
万
８
０
０
０
円
と
設

置
費
で
最
大
10
万
円
、
東
京

都
が
実
施
し
て
い
る
ゼ
ロ
エ

ミ
ポ
イ
ン
ト
事
業
と
の
併
用

も
可
能
で
す
。

助
成
を
受
け
る
た
め
に

は
、
ま
ず
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
０
１
２
０
―
５
３
６
―

７
８
７
）
へ
電
話
。
そ
の
後
、

係
員
の
訪
問
を
受
け
て
交
付

決
定
書
と
請
求
書
一
式
を
受

け
取
り
、
エ
ア
コ
ン
購
入
と

い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
の
期
限
は
９
月

末
と
な
っ
て
い
ま
す
。

エアコン購入費を
最大10万円助成

低
所
得
の
高
齢
者
・
障
害
者
・
ひ
と
り
親
世
帯
向
け
の
エ
ア
コ
ン

購
入
費
助
成
が
５
月
７
日
よ
り
受
付
開
始
と
な
り
ま
す
。
猛
暑
の
季

節
に
備
え
、
ぜ
ひ
制
度
を
ご
活
用
下
さ
い
。（
の
の
山
け
ん
）

助成の対象となる世帯
●世帯全員が住民税非課税の、高
齢者（65歳以上）、障害者がいる
世帯、または、ひとり親世帯

●生活保護を利用している世帯

※�要件や申請の方法など、
詳しい情報は、北区ホーム
ページでご確認下さい。

５月７日より
受付開始



や
さ
し
い
ま
ち
を
つ
く
る
会
き
た

く
と
、
住
民
本
位
の
赤
羽
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
会
の
２
つ
の
住
民
団

体
は
13
日
、
山
田
区
長
に
「
王
子
・

赤
羽
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
要
請

書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。

王
子
の
ま
ち
づ
く
り
で
は
、
先
に

開
か
れ
た
第
4
回
王
子
共
創
会
議

で
、
区
役
所
新
庁
舎
建
設
と
一
体
に

高
さ
１
９
０
メ
ー
ト
ル
、
50
階
の
タ

ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
2
棟
を
建
設
す
る

再
開
発
計
画
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
議
論

を
全
面
公
開
し
、
住
民
の
声
を
計
画

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
要
請
。ま
た
、

ま
ず
は
タ
ワ
マ
ン
を
呼
び
込
む
「
中

央
地
区
」
市
街
地
再
開
発
の
実
現
の

可
否
を
検
討
す
る
こ
と
や
、
再
開
発

と
立
地
適
正
化
計
画
の
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。

住
民
の
要
請
に
対
し
、
区
の
担
当

者
は
、
あ
く
ま
で
も
非
公
開
を
前
提

に
検
討
を
進
め
て
い
く
立
場
に
固
執

し
ま
し
た
。（
の
の
山
け
ん
）

王子・赤羽のまちづくりは

タワマン再開発めぐり、２つの住民団体が山田区長に要請書を提出

住民に開かれた議論を

【王子のまちづくり】
● �住民説明会を再度開き、住民の声を計画に反映させる
こと

【赤羽のまちづくり】
●新たな検討会のすべての議論は公開を原則とすること
● �検討会、部会、庁内検討ごとに区民意見の聴取と反映
を行うこと

● �まずは「中央地区」市街地再開発事業の実現可能性に
ついて議論すること

● �市街地再開発事業と「立地適正化計画」との関係を明
らかにすること

まちづくりに関する要請の内容（要旨）

要
請
で
は
、
区
が
開
い
た
2

回
の
説
明
会
は
時
間
が
足
り

ず
多
く
の
人
が
質
問
で
き
な

か
っ
た
と
し
て
、
再
度
の
説

明
会
開
催
を
求
め
ま
し
た
。

基
本
計
画
か
ら
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
策
定
へ
と
移
る
赤
羽
の

ま
ち
づ
く
り
で
は
、
4
月
か

ら
始
ま
る
策
定
検
討
会
に

お
い
て
、
基
盤
・
土
地
利
用

部
会
お
よ
び
施
設
整
備
部
会

の
2
つ
の
部
会
と
、
赤
羽
小

学
校
や
赤
羽
公
園
な
ど
の
改

築
・
整
備
を
検
討
す
る
庁
内

会
議
が
「
非
公
開
」
と
さ
れ

要請書を提出する住民団体の役員ら　＝13日、北区役所

飛鳥山から見た50階ツインタワーのパース図
（出典：第4回王子共創会議資料）


